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臨
時
福
祉
給
付
金
の
ご
案
内

（
健
康
福
祉
課
）

○
臨
時
福
祉
給
付
金
と
は

　

平
成
26
年
4
月
か
ら
消
費
税
率
が

８
％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
所
得

の
低
い
方
々
へ
の
負
担
の
影
響
に
配

慮
し
、
暫
定
的
・
臨
時
的
な
措
置
と

し
て
、
支
給
す
る
予
定
で
す
。

○
給
付
対
象
者

　

平
成
26
年
度
分
の
町
民
税
（
均
等

割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

※
た
だ
し
、
次
の
方
は
除
く
。

・
扶
養
し
て
い
る
方
が
、
課
税
さ
れ

て
い
る
場
合

・
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者

○
給
付
額

・
給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
円

・
給
付
対
象
者
で
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
は
、
１
人
に
つ
き

５
千
円
を
加
算

・
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年

金
、
遺
族
基
礎
年
金
等
の
受
給
者

な
ど

・
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養

手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
、
障
害

児
福
祉
手
当
等
の
受
給
者
な
ど

○
申
請
・
給
付
手
続
き

　

申
請
先
は
、
基
準
日
（
平
成
26
年

１
月
１
日
）
に
お
い
て
住
民
登
録
が

さ
れ
て
い
る
市
町
村
に
な
り
ま
す
。

※
申
請
・
給
付
手
続
き
に
つ
い
て
は

詳
細
が
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。

ま
た
、
臨
時
福
祉
給
付
金
を
よ
そ

不
妊
で
お
悩
み
の
方
へ

（
健
康
福
祉
課
）

　

茨
城
県
で
は
、
赤
ち
ゃ
ん
が
ほ
し

い
け
れ
ど
も
な
か
な
か
授
か
ら
な
い

ご
夫
婦
の
方
々
に
対
し
、
治
療
費
の

助
成
や
不
妊
症
・
不
育
症
に
関
す
る

相
談
な
ど
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　

茨
城
県
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
の

申
請
に
関
す
る
情
報
や
よ
く
あ
る
お

問
い
合
わ
せ
等
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
茨
城
県
保
健
福
祉
部
子
ど
も
家
庭

　
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

い
ば
ら
き
子
育
て
・
結
婚
ポ
ー
タ

　
ル
サ
イ
ト

　

U
RL:http://w

w
w

.kids.pref.

　

ibaraki.jp/kids/birth01_1

○
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
県
保
健
福
祉
部
子
ど
も
家
庭

　

課　☎
０
２
９（
３
０
１
）３
２
５
７

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給

付
金
の
ご
案
内（

健
康
福
祉
課
）

○
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
に

　
つ
い
て

　

平
成
26
年
４
月
か
ら
消
費
税
率
が

８
％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
子
育

て
世
帯
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
と
と

も
に
、
子
育
て
世
帯
の
消
費
の
下
支

え
を
図
る
観
点
か
ら
、
臨
時
的
な
措

置
と
し
て
支
給
す
る
予
定
で
す
。

○
支
給
対
象
者

　

平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手
当

（
特
例
給
付
を
含
む
）
の
受
給
者
で

あ
り
、
平
成
25
年
分
の
所
得
が
児
童

手
当
の
所
得
制
限
に
満
た
な
い
方

○
対
象
児
童

　

支
給
対
象
者
の
平
成
26
年
１
月
分

の
児
童
手
当
（
特
例
給
付
を
含
む
）

の
対
象
と
な
る
児
童

※
た
だ
し
、
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対

象
者
及
び
生
活
保
護
の
被
保
護

者
等
は
除
く

○
支
給
額

　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き　

１
万
円

予
防
接
種
の
接
種
間
隔
改
正

に
つ
い
て

（
健
康
福
祉
課
）

　

4
月
1
日
か
ら
、
四
種
混
合
・
日

本
脳
炎
・
ヒ
ブ
・
小
児
用
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
等
の
予
防
接
種
の
接
種
間

隔
が
改
正
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
接
種
方
法
等
は
今
ま
で
と

変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

○
接
種
方
法

　

委
託
医
療
機
関
で
の
個
別
接
種
で

す
。
直
接
医
療
機
関
に
予
約
の
う
え

接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

○
医
療
機
関
へ
持
参
す
る
物

・
母
子
健
康
手
帳

・
予
診
票

・
健
康
保
険
証
な
ど
、
氏
名
や
生
年

月
日
等
が
確
認
で
き
る
も
の

※
接
種
対
象
者
・
接
種
回
数
・
予
診

票
・
委
託
医
療
機
関
に
つ
き
ま

し
て
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー　

☎
（84）
１
９
１
０

若
者
の
就
労
支
援
相
談
会
を

実
施
し
ま
す

（
産
業
課
）

　
「
働
き
た
い
け
ど
自
信
が
な
い
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
の
が

苦
手
」
と
い
っ
た
若
者
や
、「
お
子

さ
ん
の
就
職
な
ど
で
悩
ん
で
い
る
け

お
っ
た
振
り
込
め
詐
欺
や
個
人
情

報
の
詐
取
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
避

難
し
て
い
る
人
は
、
事
前
申
出
が

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

健
康
福
祉
課　

社
会
福
祉
Ｇ

　☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

○
申
請
・
支
給
手
続
き

　

支
給
対
象
者
は
、
原
則
と
し
て
、

基
準
日
（
平
成
26
年
１
月
１
日
）
時

点
の
住
所
地
の
市
町
村
（
特
別
区
を

含
む
）
に
対
し
て
、
支
給
の
申
請
を

行
い
ま
す
。

※
申
請
・
支
給
手
続
き
に
つ
い
て
は

詳
細
が
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

健
康
福
祉
課　

社
会
福
祉
Ｇ

　☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

れ
ど
、
誰
に
相
談
し
た
ら
よ
い
か
分

か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
保
護
者
の
方

を
対
象
に
、
若
者
の
就
労
支
援
相
談

会
を
実
施
し
ま
す
。

○
日
時　
４
月
８
日
㈫
、

　
　
　
　
５
月
13
日
㈫

　

午
後
２
時
～
午
後
４
時

○
場
所　
多
目
的
集
会
セ
ン
タ
ー

相
談
室

○
対
象　
15
～
39
歳
ま
で
の
方
、

　
　
　
　

ま
た
は
そ
の
保
護
者

○
相
談
料　
無
料

※
予
約
が
必
要
で
す
。
相
談
日
前
日

ま
で
に
、
左
記
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

厚
生
労
働
省
認
定
事
業

　

い
ば
ら
き
県
西
若
者

　

サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　☎
０
２
９
６

（54）
６
０
１
２

就
学
援
助
に
つ
い
て

（
教
育
委
員
会
）

　

町
内
の
小
中
学
校
に
在
籍
す
る
児

童
生
徒
の
い
る
ご
家
庭
で
、
経
済
的

な
理
由
（
所
得
状
況
等
）
に
よ
り
就

学
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

学
用
品
費
等
の
一
部
を
援
助
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
４
月
中
に
教
育
委
員

会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

学
校
教
育
Ｇ　

☎
（84）
１
４
６
２


